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被災者の意見をことごとく否定し 

      腰痛労災を不支給を決定 

 昨年の 7 月、３名の女性介護労働者の腰痛労災に継続して取り組んできましたが、結果

は「不支給」との決定を受けている。監督署が「不支給」決定を行った復命書（命令を受

けて仕事をした後、その結果を命令した人に報告すること）を読んでみると、労災申請人

（被災介護労働者）の意見を全くと言っていいほど無視された結果となっている。  

 監督署は労災請求に対して「決定」（不支給、支給にかかわらず）を行った際に、労災

申請人に決定内容を説明するようになっている。その説明の場でも丁寧な対応とはほど遠

い、「不服審査請求」と「情報開示請求を起こしてもらいたい」の一点張りで木で鼻をく

くった対応に終始してきた。 

 女性介護労働者の労災申請の経緯は、有料老人ホーム内で「要介護者」の介護労働に従

事している。仕事の内容は通常の「介護サービス提供」以外に、居宅利用者の呼び出しに

よる介護「コール対応」の二つから成り立っている。介護労働者にとっては「コール対応」

が大きな負担となっているのが実際である。 

 しかし、この介護施設では収益を上げる目的から保険の適用点数が高い「要介護者」を

中心に「介護サービス提供」が重視され、「コール対応」は余り重視されていない。その

証拠として「コール対応」を行った場合、普通であれば「生活状況記録表」に介護者の氏

名を記入するが、この施設では「生活状況記録表」に氏名を記入する箇所がない。これで

職員の勤務時間管理が出来ているといえるであろうか。不思議でならない。  

 被災者からの情報によると、「コール対応」による「要介護者」が寝室で排泄を漏らし

た場合、「掃除、身体の清潔介助、着替え、シーツの取り替え」など、こうした介護が５

分や１０分で終了できないことは容易に理解できる。加えて「コール対応」が１日平均多

い人で１時間に１回、普通２～３時間に１回あり１日で、延べ６０回近いコールがあると

いう。腰に負担のかかる介助は車椅子への移乗と言われている。 

具体的には 

１，ベットから起こし、車椅子に移乗 

２，車椅子からトイレへの移乗 

３，トイレから車椅子への移乗 

４，車椅子から食堂の椅子への移乗し、食事の介助 

５，食事終了後、椅子から車椅子への移乗 

６，部屋に帰り、再度トイレに移乗 

７，トイレから車椅子への移乗 

８，車椅子からベットへ移乗 
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 と移乗の回数が多いことが理解できる。介護者１名当たり、１日に移乗を延べ９０回く

らい繰り返している 

 しかし、復命書には「過重性は認められない」「腰部に過度な負担を与える不自然な非

生理的な作業姿勢とは認められない」と言い切っている。 

 監督署の段階で「決定」を下す過程で問題になったことは、この施設での介護労働が「介

護サービス提供」と「コール対応」の二つから成り立っていることを正しく理解されてお

らず、「介護サービス提供」のみを調査して決定を下そうとしたのだ。その証拠として職

場への実態調査の際に、調査担当官は「『介護サービス提供』の中に『コール対応』が含

まれているのでは」と言った発言がされた。この発言から明らかなように介護労働を正確

に理解されておらず、混同していることを照明するものであった。しかも「コール対応」

が「生活状況記録表」に記載されていることさえも知らなかったのだ。 

 こうした調査不備があったのにもかかわらず、最初に労災申請した G さんに「不支給決

定」を行った説明の場では、監督署の労災課長は「『コール対応』も加味して決定を下し

ました」と嘯いた。 

 Ｇさんに続いてＳさんＭさんが同時に労災申請を行った。２回目の職場の実態調査の過程

で介護労働の無理解が発覚した。これでは不味いと感じたのか監督署として「コール対応」

の調査を行うことを受け入れた。本来は監督署としての業務であるのにもかかわらず、労

災申請者のＭさんを監督署に拘束し、手当ても措置せず、その調査作業を丸投げしたので

ある。監督署自らが労基法に違反することを公然と行ったのだ。こうした監督署の姿勢を

抗議すると「手当を措置する財政科目がない」と居直ったのだ。被災者と共に安全センタ

ーは、監督署が取ったこの処置を終生忘れないことを肝に銘じておきたい。 

「腰痛不支給」を決定したもう一つの大きな問題は、「慢性腰痛認定基準」が労働現場と

大きな乖離があることが判明した。ちなみに労災認定件数に占める慢性腰痛の割合は僅か

２％に過ぎないことである。監督署は労災申請を受理した段階から「不支給」ありきで調

査を行い、決定を下したと言っても過言ではない。 

 以下、災害性に原因よらない腰痛（慢性腰痛）認定基準を紹介しておきたい。 

（１）比較的短期間（概ね三ヶ月から数年以内）従事する労働者に発症した腰痛 

イ、おおむね２０㎏程度以上の重量物又は軽重不動の物を繰り返し中腰で取り扱う 

ロ、腰部にとってきわめて不自然ないしは非生理的な姿勢で毎日数時間程度行う 

ハ、長時間にわたって腰部に伸展を行うことのできない同一作業姿勢を持続して行う 

ニ、腰部に著しく粗大な振動を受ける作業を継続して行う業務 

（２）相当長期間（概ね１０年以上をいう）にわたって継続して従事する労働者に発症し

た慢性的な腰痛 

 イ、「重量物を取り扱う業務」とは、概ね３０㎏以上の重量物を労働時間の３分の１程度

扱う業務及び概ね２０㎏以上の重量物を労働時間の半分程度以上取り扱う業務をいう。 
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